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参 考２

厚生労働省所管の国立試験研究機関等の研究成果の技術移転、産学官連携プロジェク ト

の リエゾン（仲介・連絡）を行 う体制・機能を備えた組織の設置（ Ｔ Ｌ Ｏ ）

① アクションプラン

○ 厚生 労 働 省 所 管 の 国 立 試 験 研 究 機 関 等 の 研 究成 果 を 全 般 的 に 産 業 界 に 有 効 に 技 術 移 転 し 、 産 学 官

連 携 プ ロ ジ ェ ク ト の リ エ ゾ ン （ 仲 介 ・ 連 絡 ） を行 う 体 制 ・ 機 能 を 備 え た 新 た な 組 織 を ヒ ュ ー マ ン サ

イ エ ン ス 振 興 財 団 に 設 置 。 併 せ て 、 国 立 試 験 研究 機 関 等 に お け る 研 究 成 果 を 円 滑 に 技 術 移 転 す る た

め の 環 境 整 備 や 産 学 官 連 携 体 制 の 整 備 、 研 究 者 の イ ン セ ン テ ィ ブ を 高 め る た め の 環 境 整 備 を 推 進。

（平成 15年度）

② これまでの進捗状況

○ 平成 15年度予算に 0.7億 円を計上。

○ ＴＬＯの認定要綱を制定し、平成 15年 3月に国立試験研究機関等に通知。

○ 国 立 試 験 研 究 機 関 等 の 職 務 発 明 等 規 程 や 補 償 金 規程 等 の 知 的 財 産 に 係 る 諸 規 程 の 改 正 に つ い て、

平成 15年 3月に国立試験研究機関等に通知。

○ Ｔ Ｌ Ｏ 認 定 要 綱 に 基 づ き 、 平 成 15年 5月 1日 に 財 団 法 人 ヒ ュ ー マ ン サ イ エ ン ス 振 興 財 団 を Ｔ Ｌ Ｏ と

して認定。

③ 今後の課題・対応方針

○ 平成 15年 6月より、財団法人ヒューマンサイエンス振興財団において、技術移転事業を開始。

○ 厚生 労 働 省 知 的 財 産 戦 略 会 議 等 を 活 用 し 、 国立 試 験 研 究 機 関 等 に お け る 産 学 官 連 携 の 推 進 に つ い

て検討。
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国 立試験研究機関等技術移転事業者の認定について

１．国立試験研究機関等技術移転事業者の認定

大 学 等 に お け る 技 術 に 関 す る 研 究 成 果 の 民 間 事 業 者 へ の 移 転 の 促 進 に 関 す る 法 律 （ 平 成

１ ０ 年 ５ 月 ６ 日 法 律 第 ５ ２ 号 ） 第 １ ３ 条 第 １ 項 に 基 づ き 、 財 団 法 人 ヒ ュ ー マ ン サ イ エ ン ス 振

興 財 団 を 厚 生 労 働 省 所 管 の 国 立 試 験 研 究 機 関 等 が 保 有 す る 特 許 権 等 の 民 間 事 業 者 へ の 技 術 移

転事業者（ＴＬＯ： ）として認定した。（認定ＴＬＯ）Technology Licensing Organization

２．認定ＴＬＯの事業等

（１）厚生労働省所管の国立試験研究機関等における特許権等のうち、国等が保有する特許権

等を民間事業者に移転する。

（２）国等から譲渡された特許権等について、特許料等の納付義務が免除される等の法的支援

が受けられる。

３．今回の認定について

・ＴＬＯ認定要綱に基づき５月１日に認定した。

・当該ＴＬＯは、厚生労働省の最初の認定ＴＬＯである。
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４ ．財団法人ヒューマンサイエンス振興財団について

（１）財団概要

・住 所 ： 東京都中央区日本橋小伝馬町１３－４

・理 事 長 ： 竹中 浩治

・設立年月日 ： 昭和６１年４月１日

（２）技術移転事業部門の名称

ヒューマンサイエンス技術移転センター

（３）技術移転事業の開始時期

平成１５年６月


